
 

 

 

 

 

 

 

名古屋東公共職業安定所における文書の誤交付について 

 

 愛知労働局（局長 高﨑真一）は、名古屋東公共職業安定所（所長 大久保欣史）に

おいて発生した個人情報を含む文書の誤交付について、以下のとおり当該事実を確認の

うえ、必要な措置を講じましたので概要をお知らせします。 

 

１ 概要 

名古屋東公共職業安定所（以下「名古屋東所」という。）において、Ａ労働保険事

務組合（以下「Ａ事務組合」という。）から届出のあったＢ事業所のＣさんの「高年

齢雇用継続給付支給申請書」、「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」（事

業主通知用）、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」（被保険者通知用）（以下「高

年齢雇用継続給付支給申請書」という。」）及び添付資料の「給与明細書」を誤って、

育児休業給付金支給申請のため来所していたＤさんに手交した。 

「高年齢雇用継続給付支給申請書」には、雇用保険被保険者番号、氏名、資格取得

年月日、賃金月額、口座番号等が、また、「給与明細書」には、基本給、健康保険等

の法定控除額が記載されている。 

   

２ 事実経過 

（１） 平成 30 年 12 月 12 日、Ｄさんが名古屋東所雇用保険適用課に提出した育児休

業給付金支給申請書を、職員Ｅが受け取り、所定の受付箱に入れた。この受付箱

には、Ａ事務組合が提出したＢ事業所のＣさんの高年齢雇用継続給付支給申請書

が入っていた。 

（２） 職員Ｅは、Ｄさんの育児休業給付金支給申請書を入力処理に回す際、受付箱か

ら誤ってＣさんの高年齢雇用継続給付支給申請書を取り出した。そのまま入力処

理が行われ、職員ＥはＤさんに、処理済みのＣさんの高年齢雇用継続給付支給申

請書を手渡した。 

（３） その後、受付箱にあった処理待ちのＤさんの育児休業給付金支給申請書の入力

処理が行われ、Ｄさんの呼びだしがあったところ、待合から反応がなく、Ｄさん

が書類を受け取り既に帰られたことが分かったため、Ｃさんの高年齢雇用継続給

付支給申請書を誤交付したことが判明した。 

（４） 同日、名古屋東所管理次長及び雇用保険適用課長がＤさん宅を訪問の上、経過

説明及び謝罪を行い、了承を得るとともに、Ｃさんの高年齢雇用継続給付支給申

請書及び給与明細書を回収した。 
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（５）  同年 12 月 13 日、Ａ事務組合、Ｂ事業所及びＣさんに対して、管理次長及び

雇用保険適用課長が、それぞれ訪問の上、経過説明及び謝罪を行い、了承を得た。 

 

3 発生原因 

職員ＥがＤさんの育児休業給付金支給申請書を取り出す際、Ｄさんの書類であるこ

との確認を怠ったこと、さらに、手交時においても、書類が本人のものであること

の確認を怠ったこと。 

 

４ 再発防止 

（１） 名古屋東所における取組 

① 平成 30 年 12 月 13 日、緊急幹部会議を開催し、所長から幹部職員に対して、

本事案の概要、発生原因等を周知するとともに、再発防止の徹底について指示

を行った。 

②  同年 12 月 25 日から 12 月 28 日、緊急の職員研修を全職員（非常勤職員含

む）を対象に行う予定である。 

（２） 労働局における取組 

総務部長から局内の全部課、管内の労働基準監督署及び公共職業安定所に対し

て、本事案の概要、発生原因等を周知するとともに、再発防止の徹底について指

示を行った。 

    併せて、職業安定課職員が全所訪問し個人情報保護及び個人情報漏えい防止対

策について緊急点検を実施する予定とともに、職業安定部長が名古屋東所を訪問

し、全職員に対し再発防止の指示徹底を行った。 

 

 

 


